
令和元年１０月１日改定

午前８時～ 午後０時～ 午後５時～

午前１２時 午後５時 午後１０時

第1会議室 990 1,320 1,320

第2会議室 990 1,320 1,320

第3会議室 660 770 770

第1研修室 ⑤ 770 880 880

第2研修室 770 880 880

第3研修室 770 880 880

第1教養室 660 770 770

第2教養室 770 880 880

第1音楽室 ⑦ 1,100 1,320 1,320

第2音楽室 ⑧ 440 550 550

基本使用料
平面図

番号

③

④

⑥

器具を 全面

使用しない場合 半面

器具を 全面

使用する場合 半面

バドミントン 1コート

その他 全面

卓球 1台

トレーニング室 1人

使用区分
平面図

番号

基本使用料
備考

（2時間迄）

①
体育室

880

440

1,100

660

440

3,300 体育以外の使用時

②
ﾄﾚ-ﾆﾝｸﾞ室

330

165

全面 １/２点灯 １/４点灯

935 467 234
体育室照明料（円／時）


